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長野県警察における公文書の管理に関する訓令（案） 

修 正 案 前回案（12/28 公文書審議会提出案） 
  

（用語の意義） 

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

⑴～⑸ 略 

⑹ 秘密文書 特定秘密（特定秘密の保護に関する法律（平成25年法律第108号）

第３条第１項に規定する特定秘密をいう。以下この号、第27条及び別表におい

て同じ。）以外の公表しないこととされている情報が記録された公文書のうち

秘密保全を要する公文書（特定秘密である情報を記録する公文書を除く。）を

いう。 

 

 （保存期間の起算日） 

第14条 第12条第１項第１号の保存期間の起算日は、公文書を作成し、又は取得し

た日（以下この条から第16条まで及び第18条第２項において「公文書作成取得日」

という。）の属する年度の翌年度の４月１日（暦年により整理するものにあって

は、公文書作成取得日の属する年の翌年の１月１日）とする。ただし、４月１日

から５月31日までの間に作成し、又は取得した前年度の会計処理に係る公文書に

あっては、当該公文書の公文書作成取得日の属する年度の４月１日とする。 

２ 第12条第１項第３号の保存期間の起算日は、公文書を公文書ファイルにまとめ

た日のうち最も早い日（以下この条から第16条まで及び第18条第２項において

「ファイル作成日」という。）の属する年度の翌年度の４月１日（暦年により整

理するものにあっては、ファイル作成日の属する年の翌年の１月１日）とする。

ただし、４月１日から５月31日までの間に作成し、又は取得した前年度の会計処

理に係る公文書がまとめられた公文書ファイルにあっては、当該公文書ファイル

のファイル作成日の属する年度の４月１日とする。 

３・４ 略 

５ 第１項及び第２項の規定は、次に掲げる公文書及び当該公文書がまとめられた

公文書ファイルについては、適用しない。ただし、第２号に規定する複数年度が

５年を超える場合は、当該公文書ファイル等を管理する文書管理者は、あらかじ

め総括文書管理者に報告しなければならない。 

⑴ 公文書作成取得日においては不確定である期間を保存期間とする公文書及

（用語の意義） 

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

⑴～⑸ 略 

⑹ 秘密文書 特定秘密（特定秘密の保護に関する法律（平成25年法律第108号）

第３条第１項に規定する特定秘密をいう。以下この号及び第27条において同

じ。）以外の公表しないこととされている情報が記録された公文書のうち秘密

保全を要する公文書（特定秘密である情報を記録する公文書を除く。）をいう。 

 

 

（保存期間の起算日） 

第14条 第12条第１項第１号の保存期間の起算日は、公文書を作成し、又は取得し

た日（以下この条から第16条までにおいて「公文書作成取得日」という。）の属

する年度の翌年度の４月１日（暦年により整理するものにあっては、公文書作成

取得日の属する年の翌年の１月１日）とする。ただし、４月１日から５月31日ま

での間に作成し、又は取得した前年度の会計処理に係る公文書にあっては、当該

公文書の公文書作成取得日の属する年度の４月１日とする。 

２ 第12条第１項第３号の保存期間の起算日は、公文書を公文書ファイルにまとめ

た日のうち最も早い日（以下この条から第16条までにおいて「ファイル作成日」

という。）の属する年度の翌年度の４月１日（暦年により整理するものにあって

は、ファイル作成日の属する年の翌年の１月１日）とする。ただし、４月１日か

ら５月31日までの間に作成し、又は取得した前年度の会計処理に係る公文書がま

とめられた公文書ファイルにあっては、当該公文書ファイルのファイル作成日の

属する年度の４月１日とする。 

３・４ 略 

５ 第１項及び第２項の規定は、次に掲げる公文書及び当該公文書がまとめられた

公文書ファイルについては、適用しない。 

 

 

⑴ 公文書作成取得日においては不確定である期間を保存期間とする公文書及

資料１-３ 
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修 正 案 前回案（12/28 公文書審議会提出案） 

び当該公文書がまとめられた公文書ファイル 

⑵ 公文書作成取得日において複数年度にわたることが予定されている事業、契

約等に係るものであって、当該複数年度の最終年度の翌年度の４月１日から起

算して１年以内の日を保存期間の起算日とすることが公文書の適切な管理に

資すると文書管理者が認めた公文書及び当該公文書がまとめられた公文書フ

ァイル 

６ 略 

 

（公文書ファイル管理簿の記載事項） 

第16条 管理条例第７条第１項の規定により公文書ファイル管理簿に記載しなけ

ればならない事項は、次に掲げる事項とする。 

⑴～⑹ 略 

⑺ ファイル作成日（単独で管理している公文書にあっては、公文書作成取得日。

次号及び第18条第２項において同じ。）の属する年度（暦年により整理するも

のにあっては、年） 

⑻～⑾ 略 

 

（公文書ファイル管理簿への記載） 

第18条 略 

２ 第14条第５項各号に規定する公文書ファイル等については、ファイル作成日の

属する年度の末日までに公文書ファイル管理簿に記載しなければならない。 

３ 前２項の記載に当たっては、長野県情報公開条例（平成12年長野県条例第37号）

第７条各号に規定する非公開情報に該当する場合には、当該非公開情報を明示し

ないようにしなければならない。 

４ 文書管理者は、保存期間が満了した公文書ファイル等について、知事に移管し、

又は廃棄した場合は、当該公文書ファイル等に関する公文書ファイル管理簿の記

載を削除するとともに、その名称、移管日又は廃棄日等について、総括文書管理

者が調製した移管・廃棄簿に記載しなければならない。 

５ 文書管理者は、第１項、第２項及び前項の規定による処理を行うときは、あら

かじめ総括文書管理者に報告するものとする。 

 

附 則 

１～３ 略 

び当該公文書がまとめられた公文書ファイル 

⑵ 公文書作成取得日において複数年度にわたることが予定されている事業、契

約等に係るものであって、当該複数年度の最終年度の翌年度の４月１日から起

算して１年以内の日を保存期間の起算日とすることが公文書の適切な管理に

資すると文書管理者が認めた公文書及び当該公文書がまとめられた公文書フ

ァイル 

６ 略 

 

（公文書ファイル管理簿の記載事項） 

第16条 管理条例第７条第１項の規定により公文書ファイル管理簿に記載しなけ

ればならない事項は、次に掲げる事項とする。 

⑴～⑹ 略 

⑺ ファイル作成日（単独で管理している公文書にあっては、公文書作成取得日。

次号において同じ。）の属する年度（暦年により整理するものにあっては、年） 

 

⑻～⑾ 略 

 

（公文書ファイル管理簿への記載） 

第18条 略 

（新設） 

 

２ 前項の記載に当たっては、長野県情報公開条例（平成12年長野県条例第37号）

第７条各号に規定する非公開情報に該当する場合には、当該非公開情報を明示し

ないようにしなければならない。 

３ 文書管理者は、保存期間が満了した公文書ファイル等について、知事に移管し、

又は廃棄した場合は、当該公文書ファイル等に関する公文書ファイル管理簿の記

載を削除するとともに、その名称、移管日又は廃棄日等について、総括文書管理

者が調製した移管・廃棄簿に記載しなければならない。 

４ 文書管理者は、第１項及び前項の規定による処理を行うときは、あらかじめ総

括文書管理者に報告するものとする。 

 

附 則 

１～３ 略 
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修 正 案 前回案（12/28 公文書審議会提出案） 

４ 前項の規定にかかわらず、第４章（第18条第２項を除く。）及び第５章の規定

は施行日前文書についても適用する。この場合において、第16条中「ファイル作

成日」とあるのは「施行日前文書を一の集合物にまとめた日のうち最も早い日」

と、「公文書」とあるのは「施行日前文書」と、「公文書作成取得日」とあるのは

「施行日前文書を作成し、又は取得した日」と、同条及び第18条から第22条まで

中「公文書ファイル等」とあるのは「施行日前文書（施行日前文書を一の集合物

にまとめた場合にあっては、当該一の集合物）」と、第17条第１項中「文書管理

システム」とあるのは「磁気ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を確

実に記録しておくことができる物を含む。）」と、第19条第１項中「ならない。」

とあるのは「ならない。ただし、昭和27年度までに作成し、又は取得した施行日

前文書（施行日前文書を一の集合物にまとめた場合にあっては、当該一の集合物）

については、移管するものとする。」と読み替えるものとする。 

 

（別表）（第11条、第19条関係） 

１ 略 

２ 具体的な移管又は廃棄の判断基準 

個別の公文書ファイル等の保存期間が満了したときの措置（移管又は廃棄）の

判断については、⑴から⑸までに沿って行うものとし、いずれかの基準において

移管と判断される場合には、移管するものとする。 

 ⑴ 保存期間及び業務単位での保存期間が満了したときの措置 

   次の表に掲げる業務に係る公文書ファイル等の保存期間が満了したときの

措置については、同表の「保存期間満了時の措置」欄に定めるとおりとする。 

  ア・イ 略 

  ウ 複数の機関による申合せ及びその経緯 

区分 
公文書の内容又は

形式 
保存期間 

保存期間満了時の

措置 

(ｱ) 略 略 略 略 

(ｲ) 民間企業との

協定等に関する

公文書 

民間企業との協定

等の締結及びその

経緯に関するもの 

特定日（第14条第

６項に規定する日

をいう。以下別表

において同じ。）以

後５年 

廃棄。ただし、県行

政又は県民生活に

顕著な効果又は影

響を与えた協定等

に関するものは移

管とする。 

４ 前項の規定にかかわらず、第４章及び第５章の規定は施行日前文書についても

適用する。この場合において、第16条中「ファイル作成日」とあるのは「施行日

前文書を一の集合物にまとめた日のうち最も早い日」と、「公文書」とあるのは

「施行日前文書」と、「公文書作成取得日」とあるのは「施行日前文書を作成し、

又は取得した日」と、同条及び第18条から第22条まで中「公文書ファイル等」と

あるのは「施行日前文書（施行日前文書を一の集合物にまとめた場合にあっては、

当該一の集合物）」と、第17条第１項中「文書管理システム」とあるのは「磁気

ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができ

る物を含む。）」と、第19条第１項中「ならない。」とあるのは「ならない。ただ

し、昭和27年度までに作成し、又は取得した施行日前文書（施行日前文書を一の

集合物にまとめた場合にあっては、当該一の集合物）については、移管するもの

とする。」と読み替えるものとする。 

 

（別表）（第11条、第19条関係） 

１ 略 

２ 具体的な移管又は廃棄の判断基準 

個別の公文書ファイル等の保存期間が満了したときの措置（移管又は廃棄）の

判断については、⑴から⑸までに沿って行うものとし、いずれかの基準において

移管と判断される場合には、移管するものとする。 

 ⑴ 保存期間及び業務単位での保存期間が満了したときの措置 

   次の表に掲げる業務に係る公文書ファイル等の保存期間が満了したときの

措置については、同表の「保存期間満了時の措置」欄に定めるとおりとする。 

  ア・イ 略 

  ウ 複数の機関による申合せ及びその経緯 

区分 
公文書の内容又は

形式 
保存期間 

保存期間満了時の

措置 

(ｱ) 略 略 略 略 

(ｲ) 民間企業との

協定等に関する

事項 

民間企業との協定

等の締結及びその

経緯に関するもの 

特定日（第14条第

６項に規定する日

をいう。以下別表

において同じ。）以

後５年 

廃棄。ただし、県行

政又は県民生活に

顕著な効果又は影

響を与えた協定等

に関するものは移

管とする。 



 

4/4 

修 正 案 前回案（12/28 公文書審議会提出案） 

  エ・オ 略 

  カ その他の事項 

区分 
公文書の内容又は

形式 
保存期間 

保存期間満了時の

措置 

    

    

(ｴ) 叙位、叙勲、褒

章、表彰等に関

する公文書 

ａ 叙位、叙勲又

は褒章の候補者

の選考及びその

経緯に関するも

の（監察課の所

掌に限る。） 

30年 移管 

ｂ 略 (a) 略 略 略 

(b) 略 略 

    

    

 ⑵～⑷ 略 

  エ・オ 略 

  カ その他の事項 

区分 
公文書の内容又は

形式 
保存期間 

保存期間満了時の

措置 

    

    

(ｴ) 叙位、叙勲、褒

章、表彰等に関

する公文書 

ａ 叙位、叙勲又

は褒章の候補者

の選考及びその

経緯に関するも

の（監察課の所

掌に限る。） 

30年 廃棄。ただし、重要

なものは移管とす

る。 

ｂ 略 (a) 略 略 略 

(b) 略 略 

    

    

 ⑵～⑷ 略 

  

 


